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新潟県犯罪被害者等支援多機関ワンストップサービス実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新潟県犯罪被害者等支援条例（令和３年新潟県条例第９号。以下「条 

例」という。）の趣旨を踏まえ、犯罪被害者等が直面している諸問題を解決するため、新潟

県（以下「県」という。）、新潟県警察（「以下「県警」という。」、公益社団法人にいがた

被害者支援センター（以下「支援センター」という。）の三者（以下「三者」という。）をは

じめとする関係機関による連携のもと、犯罪被害者等のニーズ応じた途切れない支援を提供す

ること（以下「多機関ワンストップサービス」という。）について、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において 

使用する用語の例による。 

２ この要綱において、 「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律

第57 号）」第２条に定めるものをいう。 

３ この要綱において、「家族」及び「遺族」とは、民法(明治29年法律第89号)第725条に定

める親族の範囲内の者とし、法律上の身分関係がない者であっても、これと同視し得る事情

にある者を含むものとする。 

４ この要綱において、「対象犯罪行為」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 別表の事件の種類の欄に掲げる事件（未遂を含む。） 

(2) 前号のほか、三者の協議により、多機関ワンストップサービスによる支援が必要と認め

られる事件 

 

（支援対象者）  

第３条 多機関ワンストップサービスにおける支援対象者（以下「支援対象者」という。）

は、前条第４項の対象犯罪行為による犯罪被害者等のうち、次の各号のいずれにも該当する

者とする。ただし、三者において特に必要と認める場合は、この限りでない。 

(1) 新潟県内に住所又は居所を有する者 

(2) 県、県警、支援センター、市町村及びその他関係機関等（以下「相談受付機関等」とい

う。）に相談を行った者のうち、多機関ワンストップサービスによる支援を希望し、第６

条で定める犯罪被害者等支援コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）が

支援対象とすることが適当と判断した者 

２ 次のいずれかに該当する場合は、支援対象者としない。 

(1) 犯罪被害者等が暴力団等反社会的組織の構成員及びその関係者である場合 

(2) 犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合など、当該犯罪被害につき犯罪被害者等にも責めに

帰すべき行為がある場合 

(3) その他の事情から判断して、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合 
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（新潟県犯罪被害者等支援調整会議の設置） 

第４条 多機関ワンストップサービスを円滑に運用するため、新潟県犯罪被害者等支援調整会

議（以下「支援調整会議」という。）を設置し、県総務部県民生活課に事務局を置く。 

２ 支援調整会議は、次に掲げる機関で構成する。 

(1) 県総務部県民生活課 

(2) 県警警務部警務課 

(3) 支援センター 

(4) 個別の事案への対応を進める上で必要な市町村 

(5) 前各号のほか、個別の事案への対応を進める上でコーディネーターが必要と判断した関

係機関 

 

（支援調整会議の所掌事務） 

第５条 支援調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 支援対象者に対する支援内容の協議及び支援計画の決定 

(2) 支援計画の進捗状況の確認及び検証 

(3) 前号に基づく支援内容の再協議及び支援計画の修正・変更 

(4) 犯罪等により死傷者が多数に上るなどの重大な事案が発生した場合における緊急支援に

関する協議 

 (5) その他多機関ワンストップサービスに関連する事項 

 

（コーディネーターの配置） 

第６条 多機関ワンストップサービスに係る業務を円滑に行うため、支援センターにコーディ

ネーターを置く。 

２ コーディネーターは、次に掲げる業務を実施する。 

(1) 支援対象者の状況確認やニーズ等の把握及びそれに基づく支援計画の立案 

(2) 支援調整会議開催に係る必要性の判断 

(3) 支援調整会議における支援計画の説明 

(4) 支援計画に基づく具体的な支援サービスの提供に向けた関係機関との調整 

(5) 支援対象者への支援計画の説明 

(6) 支援計画の進捗状況の確認 

(7) 支援対象者に対する定期連絡及び状況確認 

(8) 支援計画の検証及び見直し 

(9) 多機関ワンストップサービスによる支援終結の判断 

(10) 犯罪被害者等支援に関する市町村等への助言 

( 1 1 ) その他、多機関ワンストップサービスに関連する業務 

 

（支援調整会議の開催） 

第７条 支援調整会議は、コーディネーターの要請により、県が招集する。 

２ コーディネーターが必要と判断する場合は、支援対象者の求める支援を提供できる関係機

関・団体等の参加要請や意見の聴取等をすることができる。 

３ 支援調整会議の開催及び資料は非公開とする。 
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（多機関ワンストップサービスの手続） 

第８条 多機関ワンストップサービスに係る手続は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 相談受付機関等は、犯罪被害者等から聴取した内容を基に、「相談受理票（様式第１

号）」を作成し、犯罪被害者等の同意を得て、「相談受理票」の写しをコーディネーター

に交付し、聴取した内容を引き継ぐものとする。 

(2) コーディネーターは、面談により状況を確認し、「アセスメントシート（様式第２

号）」によりニーズを把握した上で、支援対象とすることが適当かを判断する。 

（3）コーディネーターは、支援対象者から、多機関ワンストップサービスによる支援及び被

害状況等の情報共有の同意を得たときは、「多機関ワンストップサービスによる支援要請

申出書兼個人情報提供同意書（様式第３号）」を徴する。 

（4）コーディネーターは、「支援計画書兼検証表（様式第４号）」の案を作成し、支援調整

会議において検討・決定した支援計画について、原則として支援対象者に交付の上、説明

を行う。 

(5) コーディネーターは、定期的に支援計画の進捗状況を確認し、必要に応じ支援計画の見 

直しを行うものとする。 

(6) 多機関ワンストップサービスの終結については、原則として支援計画作成から12月目の

支援調整会議で今後の支援方針を確認した上で、終結するものとする。なお、支援計画を

延長する特別の理由がある場合には、協議の上、延長することができるものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第９条  個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

及び新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年新潟県条例第32号）、その他関

係法令を遵守し、個人情報を適切に保護しなければならない。 

 ２ 犯罪被害者等の個人情報の適切な管理に関して必要な事項は、別記「個人情報取扱特記

事項」によるものとする。 

  

（その他）  

第10条 本要綱に定めのない事項について疑義が生じたときは、三者において協議の上、決定

するものとする。 

    

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係）  

 

区分 事件の種類 

１ 身体犯 (1) 殺人罪 

(2) 強盗致死傷罪 

(3) 強盗・不同意性交等罪及び強盗・不同意性交等致死罪 

(4) 不同意性交等罪 

(5) 不同意わいせつ罪 

(6) 不同意わいせつ等致死傷罪 

(7) 監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪 

(8) 未成年者略取及び誘拐罪 

(9) 営利目的等略取及び誘拐罪 

(10) 身の代金目的略取及び誘拐罪 

(11) 所在国外移送目的略取及び誘拐罪 

(12) 人身売買罪 

(13) 逮捕及び監禁罪 

(14) 逮捕等致死傷罪 

(15) 傷害致死罪 

(16) 傷害罪のうち、被害者が全治１か月以上の傷害を負ったもの 

(17) 前各号に掲げる罪以外で、致死傷を結果とする結果的加重犯 

において、致死の結果が生じたもの又は致傷の結果が生じたも 

ののうち被害者が全治１か月以上の傷害（ＰＴＳＤ等の精神疾

患を含む。）を負ったもの 

２ 重大な交通事

故事件 

 

(1) 死亡ひき逃げ事件 

(2) ひき逃げ事件 

(3) 交通死亡事故（(1)に掲げるもののほか、車両等の交通により人

の死亡があった事故をいう。） 

(4) (2)に掲げるもののほか、車両等の交通により人が全治３か月以

上の傷害を負った事故 

(5) 前各号に掲げるもののほか、危険運転致死傷罪に該当する事件 
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 別記  

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項）  

第１条 個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては個人の権利利益を害す 

ることのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持）  

第２条 本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。業務が終了 

した後においても、同様とする。 

（収集の制限）  

第３条 本業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内

で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。  

（留意事項）  

第４条 犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに係る留意事項については、以下のとおりとす

る。  

(1) 被害者及びその家族に関する氏名、生年月日、本籍、住所、電話番号等の個人情報を伴

う書類にあっては、原則手渡しにより行うこととするが、簡易書留等による郵送（受取確

認ができるもの）やパスワード付き電子メール等による送付に限り可能とする。 

（2）書類を電子メールで送信する場合は、送信前に必ず送信先の受信確認を実施するととも

に、作成者を含む２名以上の職員で確認した上で送信するなど、誤送信防止の措置を講じ

ること。 

(3) 個人情報を有する書類にあっては、執務中は机上に放置しない等、関係者以外の者が容

易に閲覧できないよう取り扱うとともに、保管責任者を指定した上で、施錠できるロッカ

ー等で保管する。また、不要な複製及び持出しを行わない。  

(4) 支援調整会議で個人情報が記載されたものを配布する必要がある場合は、原則として 

会議終了後回収し廃棄する。  

(5)  情報の共有を受けた後の機関及び団体内部における共有の範囲は、支援に関係のある

職員に留めるものとし、不必要な写しの作成をしない等共有時の注意喚起を徹底する。 

(6) 「新潟県犯罪被害者等支援多機関ワンストップサービス実施要綱」で定める各様式等

の保存期限は、支援終了とみなした日（完結日）の属する年度の翌年度の４月１日から

５年とする。５年経過する前に、再度支援対象者から要望がなされた場合は、新たな要

望とする支援が終了したとみなした日（完結日）の属する年度の翌年度の４月１日から

５年とする。  

（事故報告）  

第５条 個人データ漏洩等の事故が発生した場合は、速やかに新潟県総務部県民生活課に報告

する。 

 



 　□殺人　　□強盗致死傷　　□性犯罪（身体犯）　　□逮捕・監禁　　□略取・誘拐

 　□傷害致死　　□傷害（全治１か月以上）　　□ひき逃げ　　□交通事故死亡

 被害の種類：【支援調整会議対象犯罪（未遂含む）】

 引継年月日：　　　　年　　月　　日

 引継した者の氏名　　　　　　　　　　　　引継を受けた者の氏名

 □心身の健康　（　　　　　　　　　　）　□医療費・保険・年金（　　　　　　　　　　）

　上記記載の情報を、犯罪被害者等支援コーディネーターに提供することに同意します。
 

　　氏名

 　（署名）

　上記記載の情報を、犯罪被害者等支援コーディネーターに提供することについて、同意を得た。

                                                 　  所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　年　　　月　　　日　　担当者：（　　　　　　　　　　　 　　　）　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

 □刑事・民事・その他法的支援　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □子育て・教育（　　　　　　　　　　）　□障害・介護（　　　　　　　　　　　　　　）

これまで受けた
支援内容等

　　 　　住所

　　 　　メールアドレス 

相談者の氏名等

 フリガナ

 氏　名：　　　　　　　 　　 　　  生年月日：　　年　　月　　日（　　歳）　性別

 □被害当事者　　　□家族・遺族（続柄　　　　）　　　□その他（　　　　　）

 確認書類：□運転免許証　　□保険証　　□マイナンバーカード　　□その他（　　　）

（様式第１号）

 被害の概要

　

相談受理票 受理機関 受理者

 　□配偶者からの暴力　　□子ども虐待　　□性暴力

 　□交通事件　　□その他（　　　　　　　）

受理年月日
 □電話　　□面談　　□訪問　　□メール　　□FAX

　　　 　　年　　月　　日　　　：　　　～　　　：

 連絡先：電話　　　　（　　　）

 （相談者と異なる場合記載）

 フリガナ

 被害者氏名：　　　　　　 　　   　生年月日：　　年　　月　　日（　　歳）　性別

 被害発生日：　　　年　　月　　日　　　発生場所（市町村）：

 　□交通事故（３か月）　□危険運転致死傷

 通院状況：□通院中　　□終止　　後遺障害：□あり　　□なし

　
 犯罪等被害の概要
　
 ※犯罪被害者等からの
　　申告を基に記載

　被害届

　□提出済

　　・提出日

　　・提出警察署

　

　□未提出

　 具体的状況（障害や後遺障害の程度）：

 □なし　　□あり　　相談日：　　　年　　月頃　　相談機関名：

 受けた支援の概要：

 弁護人の選任：　　相談者 □あり □なし　／　加害者 □あり □なし □不明

コーディネーター
への引継ぎ

情報提供についての
同意確認欄

電話相談の場合の
同意確認欄

希望する支援等  □住居・生活（　　　　　　　　　　　）　□仕事（　　　　　　　　　　　　　　　　　）














